
 

○ がん対策は、がん対策基本法のもと、第三期がん対策推進基本計画（2017～

2022 年度）に基づいて実施。 

 ⇒ がん教育については「国は、全国での実施状況を把握した上で、地域の実情

に応じて、外部講師の活用体制を整備し、がん教育の充実に努める。」とされ

ている。 

 

○ 文部科学省としては、 

・「がん教育」の在り方に関する検討会において、がん教育の在り方を整理 

・新学習指導要領（中学校及び高等学校の保健体育科）に「がん教育」を明記 

 ※中学校は、2021 年度全面実施。高等学校は、2022 年度入学生より年次進行で実施。 

・がん教育推進のための教材等の作成・周知 

・地域の実情に応じたがん教育の取組を支援 

・全国でのがん教育の実施状況を調査 

・がん教育研修会及びシンポジウムの実施 

 

○ これまで、学校では、健康教育の一環としてがん教育に取り組んでいただいて

いるところであるが、国の取組等を踏まえ、下記の教材等を活用して、学校にお

けるがん教育の一層の推進をお願いしたい。 

 

（参考資料ＵＲＬ） 

がん教育推進のための教材（平成 29 年 6 月 一部改訂） 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1369992.htm） 
 

がん教育推進のための教材 指導参考資料 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1385781.htm） 
 

学校におけるがん教育の在り方について（報告） 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1369993.htm） 
 

外部講師を用いたがん教育ガイドライン 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1369991.htm） 
 

平成 28 年度がんの教育総合支援事業成果報告会 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1379587.htm） 
 

がんの教育総合支援事業におけるモデル校の取組 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1386959.htm） 
 
○平成 29 年度におけるがん教育の実施状況調査の結果について 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1410244.htm） 

 
 

学校におけるがん教育の推進について 



１ 調査の目的

平成28年12月にがん対策基本法が改正され、がん教育に関する条文が新たに盛り込まれ
るとともに、改正法を踏まえ平成29年10月に閣議決定、平成30年３月に一部修正された第
三期がん対策推進基本計画において、「国は、全国での実施状況を把握する」と明記された
ことを受け、全国でのがん教育の実施状況等を把握し、今後の施策の参考とすることを目的
に初めて調査を行った。

２ 調査対象学校

国公私立の小学校20,095校、中学校10,325校、義務教育学校48校、高等学校4,907校、
中等教育学校53校、特別支援学校1,135校 （回答総数37,401校）

３ 調査事項

平成29年度におけるがん教育の実施状況

①実施状況 ②実施方法 ③実施しなかった理由

④外部講師の活用状況 ⑤外部講師の職種 ⑥外部講師活用の効果

⑦外部講師活用の課題 ⑧外部講師を活用しなかった理由

平成29年度におけるがん教育実施状況調査
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２ 実施方法 ３ 実施しなかった理由

【その他の回答】
・上記以外の教科の授業
・（都道府県作成の）啓発資料配布時に実施 など

【その他の回答】
・がんを特別に扱っていないが、生活習慣病の一つとして学習している。
・今後の実施に向けて検討中。 ・指導内容についての知識・理解不足。
・（必要性は感じているが）指導に不安。 ・教育課程に位置付けていない。
・配慮が必要な子供がおり、適切な実施に向けて準備中。
・発達段階に応じた学習内容が整理できなかった。
・（特別支援学校において）児童生徒の実態（発達段階）に合わないため。 など

平成29年度にがん教育を実施しましたか
（回答総数37,401校）

平成29年度にがん教育を実施しましたか（学校段階別）

がん教育の実施方法（複数回答可）
がん教育を実施しなかった理由 （複数回答可）

実施した

21,239校

56.8%

実施しなかった

16,162校

43.2%

平成29年度にがん教育を実施しましたか。
（回答総数37,401校）

実施した

58.0%

実施した

64.8%

実施した

52.1%

実施しなかった

42.0%

実施しなかった

35.2%

実施しなかった

47.9%
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高等学校

中学校

小学校

がん教育実施状況（学校段階別）

4.6%

0.9%

2.5%

2.9%

7.4%

92.9%
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その他

教育課程外の

学校の行事

総合的な学習

の時間の授業

道徳の授業

特別活動

の授業

体育・保健

体育の授業

がん教育の実施方法について（複数回答可）

(がん教育を実施した学校21,239校)

21.5%

8.7%

23.3%

36.4%

57.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他

講師謝金等の経費

が確保できなかった

指導者がいなかった

がん教育以外の健康教育

を優先したいため、

必要でないと思った

指導時間が

確保できなかった

がん教育を実施しなかった理由（複数回答可）

(がん教育を実施しなかった学校16,162校)

１ 実施状況
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13.3%

3.1%

9.9%
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1.0%

20.8%
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5.8%

14.6%

6.7%

13.4%

17.0%
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４ 外部講師活用状況

５ 外部講師活用の効果と課題 ６ 外部講師を
活用しなかった理由

【その他の回答】
・保護者や地域にも公開するなど広い啓発につながった。
・家族や周囲の人へ思いやる大切さを学ぶ機会となった。
・学校医（学校薬剤師）とのつながりが深まった。
・保健などでの事前学習実施が効果的であった。
・前向きな生き方を学ぶことができた。 など

【その他の回答】
・講師との日程調整。
・指導内容、指導方法。
・身近にがん経験者がいる子供（職員）への配慮。
・事前学習の必要性。
・薬物乱用防止教育や喫煙防止教育の講演会など、他の内容と
関連して扱う際のバランス。 など

【その他の回答】
・使用できる教材や映像資料等が充実しているため。
・外部講師を活用する○○教育が多く、講師の選定、
打ち合わせ等の準備の負担が大きく、取り組めていな
い。
・保健学習で扱う際に実施時期など、講師との調整が
難しい。
・教師による指導を中心として、必要に応じて活用した
い。 など

外部講師を活用しましたか
（がん教育を実施した学校21,239校）

外部講師を活用して、効果的だと
思ったこと （複数回答可）

外部講師を活用して、今後の課題である
と思ったこと （複数回答可）

外部講師を活用しなかった理由
（複数回答可）

依頼した外部講師の職種 （複数回答可）

【その他の回答】
・その他の医療関係者
・栄養士（栄養教諭）
・助産師
・行政の担当者 など

活用した

2,676校

12.6%

活用しなかった

18,563校

87.4%

その際に外部講師を活用しましたか。
(がん教育を実施した学校21,239校)
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76.9%
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理解が深まった
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について主体的に

考えることができた

外部講師を活用して、効果的だと思ったことについて（複数回答可）

(外部講師を活用した学校2,676校)

15.4%

18.7%

23.3%

30.3%

34.10%
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講師謝金等の経費が

確保できない

講師リスト等がなく、

講師を探すのが難しい

年間指導計画に位置付けないと、

指導時間の確保が難しい

講師との打ち合わせを事前に

行わないと、講師の話す内容

と学校の要望にギャップが生じる

外部講師を活用して、今後の課題であると思ったことについて（複数回答可）

(外部講師を活用した学校2,676校)

7.3%

15.7%

20.2%
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62.7%
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できなかった

教師が指導しているため、

必要ではないと思った

外部講師を活用しなかった理由はなんですか（複数回答可）

(外部講師を活用しなかった学校18,563校)
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①【本調査の結果周知による取組の促進】

各学校設置者及び各学校に対して、本調査結果を周知する際、がん教育実施のための教材等の普

及・啓発を図ることにより、がん教育の取組を促進する。

②【新学習指導要領に対応したがん教育の普及・啓発】

新学習指導要領を踏まえたがん教育について、教員や外部講師の質の向上を図るとともに、各都道

府県で行っている先進事例の紹介等を行う、実践的な研修会の実施により、がん教育の全国への普

及・啓発を図る。

③【地域の実情に応じたがん教育の実施】

全国でのがん教育の実施状況調査の結果を踏まえ、新学習指導要領及びそれぞれの地域の実情

に応じた、がん教育の取組を支援するとともに、研修会や会議等において、各自治体等での取組の成

果を横展開することにより、地域の実情に応じたがん教育を促進する。

④【外部講師活用体制の整備の促進】

外部講師活用体制を整備するための各都道府県の取組を支援するとともに、そのノウハウを行政説

明を行う会議等で横展開することにより、全国の自治体等での外部講師活用体制の整備を促進する。

初等中等教育局健康教育・食育課

今後の文部科学省の対応について
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○ 学校等における受動喫煙対策については、これまでも「学校等における受動喫

煙防止対策及び喫煙防止教育の推進について（通知）」（平成 22 年３月 12 日付け

21 ス学健第 33 号）において、全面禁煙を含め適切な措置を講じるようお願いし

てきたところである。 

  また、毎年、厚生労働省が呼びかける「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」の取

組にあわせて、各学校における喫煙防止教育及び受動喫煙防止対策の一層の推進

をお願いしてきたところである。 

 

○ これまでの取組により、「平成 29 年度受動喫煙防砂対策実施状況調査」（平成

29 年３月 29 日公表）の結果からも、受動喫煙対策は、一定程度進んできている

ところである。 

 

○ 今般、望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法

律」（平成 30 年法律第 78 号。以下「改正法」という。）が公布されたころ。改正

法では、学校の敷地内に特定屋外喫煙場所を設置できるとされているものの、あ

くまで原則は「敷地内禁煙」であり、改正法は受動喫煙対策を一層推進する趣旨

のものである。 

 

○ 各学校では、こうした改正法の趣旨を踏まえつつ、受動喫煙による健康への悪

影響から児童生徒等を守るため、学校等における受動喫煙対策がより一層図られ

るよう取り組んでいただきたい。 

 

（参考通知） 

「健康増進法の一部を改正する法律の公布について（通知）」（平成 30 年８月９日

付け 30 初健食第 18 号） 

 

（参考資料ＵＲＬ） 

平成 29 年度学校における受動喫煙防止対策実施状況調査 

（http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1402885.htm） 

 

学校等における受動喫煙対策について 
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薬物乱用防止教育の推進について 

 

１ 薬物乱用の情勢 

○ 近年、若年層を中心に大麻事犯の検挙人員は増加傾向にあり、平成 29年には未成年者

及び 20歳代の大麻事犯検挙人員が全体の約半数を占めるなど、青少年への薬物乱用の拡

大が懸念される状況にあります。 

 

（参考）大麻事犯の検挙人員数の推移 

 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

総数 2,867 3,087 2,367 1,759 1,692 1,616 1,813 2,167 2,722 3,218 

 うち少年 234 214 164 82 67 61 80 144 211 301 

  うち中学生 2 5 11 1 0 0 3 3 2 2 

  うち高校生 48 34 18 15 18 10 18 24 32 53 

 うち 20 歳代 1,542 1,666 1,232 844 742 651 665 905 1,026 1,218 
※「第五次薬物乱用防止五か年戦略」を基に作成 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubutsuranyou_taisaku/index.html） 

 

２ 薬物乱用防止教育の充実について 

（１）薬物乱用防止教室の充実強化について（別紙） 

○ 平成 29 年度における私立学校の薬物乱用防止教室の開催状況は、中学校 43.8％

（公立 95.0％）、高等学校 58.9％（公立 97.4％）となっています。 

○ 近年の情勢を踏まえ、薬物乱用防止教育の一層の指導の徹底を図られるようお願

いいたします。 

 

（２）大学等の学生に対する薬物乱用防止のための啓発の推進について 

○ 新入大学生等に対する啓発パンフレットについて、平成 30年

度から原則電子媒体で配布しています。学生向けのポータルサ

イトへの掲示や電子メールでの配信等、積極な御活用をお願い

いたします。 

 

（参考ＵＲＬ） 
大学生等に対する薬物乱用防止のための啓発用パンフレットについて 
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1344688.htm 

 

（参考）第五次薬物乱用防止五か年戦略（平成 30年８月薬物乱用対策推進会議）（抜粋） 

目標１ 青少年を中心とした広報・啓発を通じた国民全体の規範意識の向上による薬物乱用未然

防止 

（１）学校における薬物乱用防止教育及び啓発の充実 

（薬物乱用防止教室の充実強化） 

・ 薬物乱用防止教室は、学校保健計画において位置付け、すべての中学校及び高等学校に

おいて年１回は開催するとともに、地域の実情に応じて小学校においても開催に努める。 

（大学等の学生に対する薬物乱用防止のための啓発の推進） 

・ 大学等の学生に対する薬物乱用防止のための啓発資料を作成・配布し、大学等に対し入

学時のガイダンスにおける活用を促すなど、啓発・指導の充実を図る。 

 



集計学校種：全校種
調査回答校数 開催校数 開催率 （参考）H28開催率

合計 35,100 29,320 83.5% 82.5%
小学校 19,913 15,747 79.1% 77.3%
中学校 10,248 9,328 91.0% 91.0%
義務教育学校 102 85 83.3% 100.0%
高等学校 4,735 4,092 86.4% 86.3%
中等教育学校 102 68 66.7% 76.9%

集計学校種：公立
調査回答校数 開催校数 開催率 （参考）H28開催率

合計 32,587 28,039 86.0% 84.9%
小学校 19,613 15,647 79.8% 78.0%
中学校 9,431 8,957 95.0% 95.0%
義務教育学校 92 83 90.2% 100.0%
高等学校 3,388 3,299 97.4% 97.3%
中等教育学校 63 53 84.1% 100.0%

集計学校種：私立
調査回答校数 開催校数 開催率 （参考）H28開催率

合計 2,338 1,195 51.1% 49.8%
小学校 228 71 31.1% 28.6%
中学校 744 326 43.8% 42.2%
義務教育学校 6 0 0.0% ―
高等学校 1,329 783 58.9% 57.8%
中等教育学校 31 15 48.4% 43.8%

集計学校種：国立
調査回答校数 開催校数 開催率 （参考）H28開催率

合計 175 86 49.1% 47.1%
小学校 72 29 40.3% 34.2%
中学校 73 45 61.6% 59.2%
義務教育学校 4 2 50.0% ―
高等学校 18 10 55.6% 52.9%
中等教育学校 8 0 0.0% 40.0%

平成29年度「薬物乱用防止教室」開催状況
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